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 佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月21日 

                                     佐賀県公安委員会委員長  奥  田  律  雄    

 佐賀県公安委員会規則第２号 

   佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

第１条 佐賀県道路交通法施行細則（昭和35年佐賀県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

目次 

 第１章～第４章 略 

 第５章 運転免許（第14条―第24条の５） 

 第６章・第７章 略 

 附則 

目次 

 第１章～第４章 略 

 第５章 運転免許（第14条―第24条の９） 

 第６章・第７章 略 

 附則 

 （合格の決定の取消しの通知）  （合格の決定の取消しの通知） 

第19条 略 第19条 略 

 （運転免許証再交付申請書への申請用写真の添付の省略） 

 第20条 規則第21条第２項に規定する申請書に申請用写真を添付す

る必要がない場合は、運転免許センターにおいて申請を行う場合

とする。ただし、当該申請が規則第21条第１項第３号に掲げると

きは、この限りでない。 

 （特定免許情報記録申請書への申請用写真の添付の省略） 

 第20条の２ 規則第21条の２第１項に規定する申請書に申請用写真

を添付する必要がない場合は、運転免許センターにおいて申請を

行う場合とする。 

 （運転免許証交付申請書への申請用写真の添付の省略） 

 第20条の３ 規則第21条の９第１項に規定する申請書に申請用写真

を添付する必要がない場合は、運転免許センターにおいて申請を

行う場合とする。 
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改正前 改正後 

（更新申請書等への免許用写真の添付の省略） （運転免許証等更新申請書への申請用写真の添付の省略） 

第20条 規則第29条第３項（規則第29条の２第２項において準用す

る場合を含む｡）及び第30条の９第３項に定める申請書に免許用

写真を添付する必要がない場合は、運転免許センターにおいて申

請又は申出を行う場合とする。ただし、当該申請又は申出を行う

者が、法第94条第２項の規定による免許証の再交付の申請を併せ

て行う場合又は免許の効力が停止されている場合は、この限りで

ない。 

第20条の４ 規則第29条第１項及び第29条の２第２項に規定する申

請書に申請用写真を添付する必要がない場合は、運転免許センタ

ーにおいて申請を行う場合とする。ただし、当該申請が規則第29

条の２の２の規定により経由地公安委員会を経由して提出すると

き又は当該申請を行う者が免許の効力を停止されているときは、

この限りでない。 

 （運転免許取消申請書への申請用写真の添付の省略） 

 第20条の５ 規則第30条の７第１項に規定する申請書に申請用写真

を添付する必要がない場合は、運転免許センターにおいて申請を

行う場合とする。 

（運転経歴証明書交付申請書） （運転経歴証明書交付等申請書） 

第24条の３ 規則第30条の10第１項に規定する運転経歴証明書交付

申請書の様式は、様式第９号の６のとおりとする。 

第24条の３ 規則第30条の８第１項に規定する運転経歴証明書交付

等申請書の様式は、様式第９号の６のとおりとする。 

 （運転経歴証明書交付等申請書への申請用写真の添付の省略） 

 第24条の４ 規則第30条の８第１項に規定する申請書に申請用写真

を添付する必要がない場合は、運転免許センターにおいて申請を

行う場合とする。 

（運転経歴証明書記載事項変更届出書） （運転経歴証明書記載事項変更届） 

第24条の４ 規則第30条の12第２項に規定する届出書の様式は、様

式第９号の７のとおりとする。 

第24条の５ 規則第30条の10第２項及び第30条の15第２項に規定す

る運転経歴証明書記載事項変更届の様式は、様式第９号の７のと

おりとする。 

（運転経歴証明書再交付申請書） （運転経歴証明書再交付申請書） 

第24条の５ 規則第30条の13第１項に規定する運転経歴証明書再交

付申請書の様式は、様式第９号の８のとおりとする。 

第24条の６ 規則第30条の11第１項に規定する運転経歴証明書再交

付申請書の様式は、様式第９号の８のとおりとする。 
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改正前 改正後 

  （運転経歴証明書再交付申請書への申請用写真の添付の省略） 

 第24条の７ 規則第30条の11第１項に規定する申請書に申請用写真

を添付する必要がない場合は、運転免許センターにおいて申請を

行う場合とする。ただし、当該申請が規則第30条の11第１項第４

号に掲げるときは、この限りでない。 

 （運転経歴証明書返納届） 

 第24条の８ 規則第30条の12第２項に規定する運転経歴証明書返納

届の様式は、様式第９号の９のとおりとする。 

 （運転経歴情報抹消届） 

 第24条の９ 規則第30条の16第２項に規定する運転経歴情報抹消届

の様式は、様式第９号の10のとおりとする。 

別表第２（第15条の２関係） 別表第２（第15条の２関係） 

申請等の事項 区分 申請書等の提出先 

 略   

２ 法第94条第

１項の規定に

よる記載事項

の変更の届出 

 

 

 

 

 

 

 略  

 

 

 

  

申請等の事項 区分 申請書等の提出先 

 略   

２ 法第94条第

１項（法第95

条の５第２項

の規定により

読み替えて適

用する場合を

含む｡）の規

定による記載

事項の変更の

届出 

 略  

２の２ 法第95

条の２第１項

の規定による 

第一種免許

及び第二種

免許の場合 

運転免許課（運転免許センタ

ー）又は免許センターエリア外

の住所地を管轄する警察署 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 法第94条第

２項の規定に

よる再交付の

申請 

 略  

 略   

５ 法第101条第

１項又は第101

条の２第１項

の規定による

更新の申請 

 

 

 

法第92条の

２第１項に

規定する優

良 運 転 者

（以下「優

良運転者」

という｡）の

場合 

 

運転免許課（運転免許センタ

ー）又は免許センターエリア外

の各警察署（幹部派出所を含

み、模擬運転装置を使用しない

で適性検査を行う場合に限

る｡） 

特定免許情報

の 記 録 の 申

請、同条第４

項の規定によ

る免許証の返

納の届出、同

条第10項の規

定による免許

情報記録の抹

消の届出及び

同条第11項の

規定による免

許証の交付の

申請 

  

３ 法第94条第

２項の規定に

よる再交付の

申請 

 略  

 略   

５ 法第101条第

１項又は第101

条の２第１項

の規定（法第

107条の規定に

より適用する

場合を含む｡）

による免許証

又は免許情報 

法第95条の

６第１項の

表の備考１

のロに規定

する優良運

転者（以下

「優良運転

者 」 と い

う｡）の場合 

運転免許課（運転免許センタ

ー）又は免許センターエリア外

の各警察署（幹部派出所を含

み、模擬運転装置を使用しない

で適性検査を行う場合に限る。

ただし、特定免許情報の記録又

は免許情報記録の抹消を伴う場

合については幹部派出所を除

く｡） 
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改正前 改正後 

  略  

免許センタ

ーエリア外

に住所地を

有 す る 者

（優良運転

者を除く｡）

の場合 

運転免許課（運転免許センタ

ー）又は住所地を管轄する警察

署（幹部派出所を含み、模擬運

転装置を使用しないで適性検査

を行う場合に限る｡） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 法第104条の

４第１項の規

定による免許

の取消しの申

請又は免許の

申出 

 

 

 

 

 運転免許課（運転免許センタ

ー）又は警察署（幹部派出所を

含む｡） 

記 録 （ 以 下

「免許証等」

という｡）の更

新の申請 

 略  

免許センタ

ーエリア外

に住所地を

有 す る 者

（優良運転

者を除く｡）

の場合 

運転免許課（運転免許センタ

ー）又は住所地を管轄する警察

署（幹部派出所を含み、模擬運

転装置を使用しないで適性検査

を行う場合に限る。ただし、特

定免許情報の記録又は免許情報

記録の抹消を伴う場合について

は幹部派出所を除く｡） 

５の２ 法第101

条の２の２第

１項（法第107

条の規定によ

り適用する場

合を含む｡）に

規定する免許

証等の更新の

申請 

優良運転者

及び法第95

条の６第１

項の表の備

考１のハに

規定する一

般運転者の

場合 

運転免許課（運転免許センタ

ー） 

６ 法第104条の

４第１項の規

定による免許

の取消しの申

請又は免許の

申出 

免許証のみ

を有する者

の場合 

運転免許課（運転免許センタ

ー）又は警察署（幹部派出所を

含む｡）。ただし、特定免許情

報の記録を伴う場合については

幹部派出所を除く。 

免許証及び

免許情報記

録個人番号

カードを有

する者並び 

運転免許課（運転免許センタ

ー）又は免許センターエリア外

の住所地を管轄する警察署 
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改正前 改正後 

  

 

 

 

 

 

７ 法第104条の

４第５項（法

第105条第２項

において準用

する場合を含

む｡）の規定に

よる運転経歴

証明書の交付

の申請 

 略  

 

 

 

 

 

  

８ 法第107条の

７第２項の規

定による国外

運転免許証の

交付申請 

 略  

９ 規則第30条

の12第１項の

規定による運

転経歴証明書 

 略 

 に免許情報

記録個人番

号カードの

みを有する

場合 

 

７ 法第105条の

２第１項の規

定による運転

経歴証明書の

交付の申請 

 

 

 

 

 略  

７の２ 法第105

条の２第３項

の規定による

運転経歴情報

の記録の申請 

 運転免許課（運転免許センタ

ー）又は免許センターエリア外

の住所地を管轄する警察署 

８ 法第107条の

７第２項の規

定による国外

運転免許証の

交付申請 

 略  

９ 規則第30条

の10第１項の

規定による運

転経歴証明書 

 略 
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改正前 改正後 

の記載事項の

変更の届出 

 

10  規則第30条

の13第１項の

規定による運

転経歴証明書

の再交付の申

請 

 運転免許課（運転免許センタ

ー）又は警察署（幹部派出所を

含む｡） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

の記載事項の

変更の届出 

 

10 規則第30条

の11第１項の

規定による運

転経歴証明書

の再交付の申

請 

 運転免許課（運転免許センタ

ー）又は警察署（幹部派出所を

含む｡）。ただし、運転経歴情

報の記録又は抹消を伴う場合に

ついては幹部派出所を除く。 

11 規則第30条

の12第２項及

び第３項の規

定による運転

経歴証明書の

返納の届出 

 運転免許課（運転免許センタ

ー）又は警察署（幹部派出所を

含む｡） 

12 規則第30条

の15第１項の

規定による運

転経歴情報記

録個人番号カ

ードのみを有

する者に係る

住所等の変更

の届出 

 運転免許課（運転免許センタ

ー）又は警察署（幹部派出所を

含む｡） 

13 規則第30条

の16第２項の

規定による運

転経歴情報の

抹消の届出 

 運転免許課（運転免許センタ

ー）又は免許センターエリア外

の住所地を管轄する警察署 
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改正前 改正後 

  備考 略   備考 略 

  様式第４号の２及び様式第４号の３中「免許番号」を「免許証番号又は免許情報記録の番号」に改める。 

  様式第４号の７中「運転免許証」を「運転免許証等」に、「免許番号」を「免許証番号又は免許情報記録の番号」に改める。 

  様式第９号から様式第９号の４までを次のように改める。 



9 

 

 

 

様式第９号（第23条関係） 



10 

 

 

 

 

 

 

 

様式第９号の２（第23条関係） 



11 

 
 

 

様式第９号の３（第23条関係） 



12 

 
 

様式第９号の４（第23条関係） 

大正・昭和・平成 



13 

  様式第９号の６から様式第９号の８までを次のように改める。 
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様式第９号の６（第24条の３関係） 様式第９号の６（第24条の３関係） 



15 

 
様式第９号の７（第24条の４関係） 様式第９号の７（第24条の５関係） 



16 

 様式第９号の８（第24条の５関係） 様式第９号の８（第24条の６関係） 

汚
れ 

破
損 



17 

  様式第９号の８の次に次の２様式を加える。 

 



18 

 
様式第９号の９（第24条の８関係） 

大正・昭和・平成 



19 

 

 

様式第９号の10（第24条の９関係） 

大正・昭和・平成 
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第２条 佐賀県道路交通法施行細則の一部を次のように改正する。 

  別表第２中「幹部派出所を含む」及び「幹部派出所を含み」の前に「相知幹部派出所及び呼子幹部派出所以外の」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年３月24日から施行する。ただし、第２条の規定は同年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。 


